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要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 
振興局名 担当 
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反映区

分 

7月27日  骨寺村荘園

遺跡の世界遺

産への拡張登

録について 

骨寺村荘園遺跡は世界遺産への拡張

登録を目指し、この10 年間、調査研究

を集中的に実施してまいりました。  

骨寺村荘園遺跡は、既に世界文化遺

産となっている「平泉」の価値を更に

高めるものと確信しており、拡張登録

することで、平泉の歴史文化がより一

層広く認められることにもつながりま

す。 

今年５月には、地域住民の総意とし

て、地元団体から市・県へ「骨寺村荘

園遺跡の世界遺産拡張登録への取り組

みの強化を求める決議書」の提出があ

りました。この決議書には、世界遺産

登録を信じ、国・県の要請に従って日

常生活の利便性や農業生産の効率性な

どを犠牲にしてまで遺跡の保存や景観

保全に協力し、平成17年から土水路整

備や田植え・稲刈りなどの農業体験、

中尊寺米納めなどの様々な活動を継続

して行ってきた地域住民の思いが込め

られております。  

ついては、令和４年度には県と関係

市町において推薦資産を決定し文化庁

へ推薦書素案を提出することから、骨

寺村荘園遺跡の世界遺産拡張登録実現

のため、地域住民の思いを十分に踏ま

え、骨寺村荘園遺跡が推薦書素案に盛

り込まれるよう取り組むことを要望し

「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張

登録については、これまで、平成 25年

から５か年にわたり資産の調査研究を

行い、平成30年からは、拡張登録の実

現のため、具体的な価値証明や保存管

理に関する課題への対応に向けた調査

研究に、集中的に取り組んできたとこ

ろです。 

 その間、地域住民の皆様による理解

と協力により、関連資産として適切な

保存管理が行われてきたことに加え、

令和３年９月に開催された骨寺村荘園

遺跡研究集会では、骨寺村荘園遺跡に

ついて、国内研究者から、「平泉」を

補完し得る遺産として位置づけられる

のではないかといった意見があるな

ど、一定の成果が認められています。  

 一方で、世界遺産登録に向けては、

浄土思想との具体的な関係性の明確化

や、文化的景観の価値と世界遺産とし

ての評価が十分に一致しないなどの専

門家からの意見があるなど、課題の解

決が求められているところです。  

令和４年度においても、引き続き、

課題解決に向けた取組を継続するとと

もに、推薦書案の提出に向けた準備を

進めており、「平泉の文化遺産世界遺

産拡張登録検討委員会」における専門

家の意見を踏まえながら、関係市町と
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ます。 連携し、世界遺産拡張登録の実現に向

けて取り組んでいきます。（Ｂ） 

7月27日  新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て 

⑴ ＰＣＲ等

無料検査の

継続につい

て 

県においては、新型コロナウイルス

の感染に不安がある方を対象とした一

般検査事業を令和４年７月31 日まで、

また、ワクチン検査パッケージ等を活

用する方を対象とした定着促進事業を

令和４年８月31 日までとして、ＰＣＲ

等無料検査を実施しております。  

しかしながら、いつ、どこで、誰が

新型コロナウイルス感染症に感染して

もおかしくない状況が続いており、こ

れまでも、新たな変異株の出現などに

より感染拡大の波が繰り返されている

状況から、引き続き感染状況を注視し

ていく必要があります。  

ついては、感染拡大傾向時に限ら

ず、市民の感染不安の低減を図るとと

もに、感染拡大を抑制し安定的な社会

経済活動を継続するため、当面の間、

ＰＣＲ等無料検査による一般検査事業

を継続して実施するよう要望します。  

感染不安を感じている方に対するＰ

ＣＲ等の無料検査については、県内に

おける新型コロナウイルス感染症の感

染状況等に鑑み、令和５年２月末まで

延長することとしました。  

３月以降の実施については、県内の

感染状況等を踏まえ、国と協議のうえ

検討していきます。（Ｂ） 
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7月27日  新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て 

⑵ 保健所体

制の強化に

ついて 

令和４年１月以降、県内における新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に

伴い、最前線で感染症の対応をしてい

る保健所の業務が急増しております。  

ついては、今後、新たな変異株によ

る急速な感染拡大という場面を迎えて

も保健所の安定的な業務運営が果たさ

れるよう、保健所の人員体制を早急に

強化するよう要望します。  

保健所の人員体制強化については、

感染拡大が見られた令和２年度以降、

保健所保健課の職員を13名増員し、各

保健所の人員体制強化を行ってきたと

ころです。 

 また、各保健所で保健師が積極的疫

学調査や健康観察等の業務に専念でき

るよう、検体搬送業務や患者搬送業務

を保健課以外の職員が担うなど、保健

課への業務支援に取り組んでいます。  
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 オミクロン株の感染拡大により患者

数が大幅に増加した第６波への対応に

あたっては、各広域振興局において、

患者搬送等の業務に加え、事務職員が

積極的疫学調査に従事するなど、業務

支援の強化を図ったところです。  

 また、本庁においても、令和３年６

月に設置した保健所支援本部の体制を

強化し、１日当たり最大25名の職員等

の配置により、令和４年５月末までに

延べ2,259名の職員等が積極的疫学調査

等の業務に従事したほか、令和４年２

月に設置し、保健所から依頼を受けた

自宅療養者の健康観察業務を担う「い

わて健康観察サポートセンター」につ

いては、令和４年４月25日以降、業務

を外部委託し、職員のマンパワーを積

極的疫学調査に振り向けるなど、様々

な方法により保健所への支援を行って

いるところです。  

 今後においても、感染拡大による業

務の増加に対応するため、適時適切に

人員体制強化や全庁的な業務支援を行

っていきます。（Ｂ） 

7月27日  新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て 

⑶ 社会経済

活動の回復

に向けた対

策について 

長引く新型コロナウイルス感染症の

影響により、地域経済の停滞が著しい

ことから、中小企業者は厳しい経営環

境が続いております。  

感染対策に取り組みながら事業を継

続している中小企業者や個人事業者

が、将来に展望が持てるような実効性

のある対策を講じるとともに、社会経

県では、毎年、国の次年度予算に関

し、各省庁に対して要望活動を行って

おり、今年度は、「新型コロナウイル

ス感染症に係る中小企業者等への支

援」として、ＧｏＴｏＥａｔ事業やＧ

ｏＴｏトラベル事業等の需要喚起策の

促進や国際観光を推進していくための
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済活動の回復に向けた取組を強力に推

進することについて国に対し働きかけ

るよう要望します。  

新たな交付金制度の創設などを要望し

ています。 

また、社会経済活動の回復に向け

て、飲食業の需要喚起策として、「い

わて飲食店安心認証制度」の認証を受

けた参加飲食店で利用できるプレミア

ム付き食事券を発行し、感染対策に取

り組む事業者を応援する「いわての食

応援プロジェクト2022」を令和４年５

月から12月まで実施したほか、観光需

要の喚起策として、令和３年４月から

「いわて旅応援プロジェクト」を実施

し、令和４年11月からは貸切バス・貸

切タクシーの利用促進のための運賃・

料金の補助を実施しました。  

なお、令和５年度においては、民間

事業者、商工団体、組合等が行う飲食

店や商店街の利用を促進する事業への

補助に係る予算額を拡充し、売上の回

復を支援することとしています。

（Ｂ） 

7月27日  新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て 

⑷ 市民生活

を守るため

の取組の推

進について 

新型コロナウイルス感染症によっ

て、収入が減少し生活が困窮するなど

市民生活への影響が長期に及んでおり

ます。 

 ついては、経済的な負担が増加して

いるひとり親世帯をはじめとした生活

困窮世帯への支援の充実を図り、市民

生活の維持・回復に向けた取組を強力

に推進することについて国に対し働き

かけるよう要望します。  

県では、これまで、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により生活が苦しい

方を支援するため、住居確保給付金の

対象拡大や生活福祉資金の特例貸付の

実施、新型コロナウイルス感染症生活

困窮者自立支援金の給付を行ったほ

か、令和４年度は、食料等の物価高騰

等に直面する低所得の子育て世帯に対

し、国の子育て世帯生活支援特別給付

金を給付することとしたところです。  
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 物価高騰等の影響もあることから、

全国知事会の提言を通じ、国に対し、

生活再建を最優先に考えた償還免除要

件の見直しを行うとともに、償還猶予

制度の積極的な活用を推進するよう要

望しています。  

  また、生活が困難な方への償還期間

中の相談対応や支援の中心となる自立

相談支援機関の就労・家計改善支援機

能の強化に対する財政支援の継続につ

いても要望しているところです。  

 引き続き感染拡大の状況や社会経済

情勢を注視しながら、必要に応じて国

への働きかけを行っていきます。  

 併せて、民間団体や行政機関と連携

し、地域の生活困窮者支援に関する連

携体制を検討するプラットフォームを

整備して、地域の実情に応じた官民連

携によるセーフティネットの構築を進

めていきます。（Ｂ） 

7月27日  新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て 

（5）地方負

担への財政

支援につい

て 

新型コロナウイルス感染症対策に係

る地方負担への財政支援について、県

が行う事業の追加、支援の対象の拡

充、補助率のかさ上げ等、さらなる財

政支援を措置するとともに、一層の財

政支援策を講じることについて国に対

し働きかけるよう要望します。  

国が措置している新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金によ

り、自治体において令和４年度事業を

実施しています。  

 県としては、国が実施する事業に係

る地方負担はもとより、地域の実情に

応じて行う地方単独事業についても、

財政運営に支障が生じることのないよ

う、必要な額の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金の確保と

ともに、事業に必要な額の確保、財政

基盤の弱い自治体に対する重点的な配
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分及び令和５年度以降も取組が必要と

なることを見据えた柔軟な運用につい

て、国に対して要望しているところで

あり、引き続き、全国知事会等とも連

携しながら、一層の財政支援について

働きかけていきます。（Ｂ）  

7月27日  １ 国際リニ

アコライダ

ー（ＩＬ

Ｃ）の実現

について 

⑴ 国に対

し、資金の

分担や研究

参加に関す

る国際調整

等を速やか

に進め、日

本誘致の意

思を早期に

国内外に表

明するよう

働きかける

こと 

ＩＬＣの誘致に関しては、令和３年

度に行われた文部科学省による第２期

有識者会議において、ＩＬＣ準備研究

所段階への移行は「時期尚早」との見

解が示されたものの、素粒子物理学及

びその基盤となる加速器科学の分野

は、日本が世界的に高いプレゼンスを

有する基礎科学分野であり、今後とも

世界をリードする研究成果を創出し、

本分野を振興していくことが期待され

ると評価されたところであります。  

 ＩＬＣの建設が実現すれば、世界最

先端の研究を行う人材が定着し、高度

な技術力に基づくものづくり産業を更

に成長発展させ、日本再興に大きく寄

与するばかりではなく、国際的なイノ

ベーション拠点の形成等が進み、世界

に開かれた地方創生の実現が期待され

ます。 

 ついては、ＩＬＣの東北での早期実

現に向け、次の事項について要望しま

す。 

 記 

⑴ 国に対し、資金の分担や研究参加に

関する国際調整等を速やかに進め、

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）は

その学術的な価値だけではなく、科学

技術立国と科学外交の実現、高度な技

術力に基づくものづくりの競争力強

化、人づくり革命の促進、国際的なイ

ノベーション拠点の形成等による世界

に開かれた地方創生、東日本大震災津

波からの創造的復興等につながる多様

な価値を有していることから、これま

でもその実現に向けて県内はもとよ

り、東北ＩＬＣ推進協議会など多くの

関係団体等と連携しながら、東北一丸

となって様々な活動を推進してきたと

ころです。 

 現在、ＩＤＴ（国際推進チーム）に

おいて、国際協働研究・政府間協議に

向けた取組が進められており、県では

こうした状況を踏まえ、令和４年６月

の「令和５年度政府予算等に関する提

言・要望」に続き、11月にも、以下の

事項について要望を行いました。  

１ 国際協力による加速器の研究開発

費等の予算を確実に確保すること  

２ 関係省庁横断による連携を強化

し、国家プロジェクトとして政府全体

で推進すること  
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日本誘致の意思を早期に国内外に表

明するよう働きかけること  

３ 日本政府が主導し、国際的な議論

を更に推進すること  

令和５年度の政府予算案において

は、ＩＬＣ関連予算として令和４年度

比で倍増となる9.7億円の予算が計上さ

れたところであり、今後とも関係団体

等との連携を図りながら、国家プロジ

ェクトとして、政府全体で推進するよ

う引き続き国への働きかけを行ってい

くほか、受入環境整備に向けた取組や

ＩＬＣ実現の機運醸成などに取り組ん

でいきます。（Ｂ） 

7月27日  １ 国際リニ

アコライダ

ー（ＩＬ

Ｃ）の実現

について 

⑵ 県が担う

役割、関係

自治体が担

う役割を明

確に示した

上で、ＩＬ

Ｃ東北マス

タープラン

等に基づく

受入れに向

けた一層の

取組を進め

ること 

⑵ 県が担う役割、関係自治体が担う役

割を明確に示した上で、ＩＬＣ東北

マスタープラン等に基づく受入れに

向けた一層の取組を進めること  

県では、ＩＬＣの実現及びＩＬＣの

多様な効果の地域への波及に向け、い

わて県民計画（2019～2028）に掲げる

ＩＬＣプロジェクトを推進しており、

令和元年に策定した「ＩＬＣによる地

域振興ビジョン」に基づき、受入準

備、関連産業の振興や人材育成等の取

組を進めているところです。  

 また、貴市及び本県を含む関係自治

体、大学等で構成する東北ＩＬＣ事業

推進センターにおいては、建設候補地

周辺の道路等社会基盤や生活環境の整

備方針など建設に必要な条件整備等に

ついて、ＩＬＣ東北マスタープランも

踏まえ、実務レベルでの調査検討等を

進めており、今後も、それぞれの役割

分担のもと、受入れに向けた取組を進

めていきます。  

 県としては、同センターをはじめ、

県内市町村や高エネルギー加速器研究
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機構（ＫＥＫ）など、関係団体等と連

携を図りながら、ＩＬＣの実現に向け

取り組んでいきます。（Ｂ）  

7月27日  ２ 道路等の

整備及び治

水対策の促

進について 

⑴ 国道４号

の４車線化

について 

① 高梨交差

点から一関

大橋北交差

点までの交

通事故対策

事業の早期

完成 

国道４号は、物流や観光などの活動

を推進し、分散型社会の構築に向けて

欠かすことのできない重要なインフラ

であり、一関市内では国道284 号、342 

号、457 号及び主要地方道一関北上線

等の東西幹線道路が接続する主要幹線

道路となっております。  

 産業面においては、国道４号沿線に

あるトヨタ自動車東日本㈱の岩手工場

（岩手県金ケ崎町）と宮城大衡工場

（宮城県大衡村）を核として、岩手県

南地域、宮城県北地域を中心に、自動

車関連産業が集積し、国道４号を物流

路線としたサプライヤー間の部品輸送

が多く行われております。  

 また、世界文化遺産 「平泉」を核と

し、当市の観光資源を組み合わせた周

遊観光ルートの形成により、交流人口

の拡大を目指しているところです。  

 ついては、産業振興、観光振興をよ

り一層推進するため、下記の事項につ

いて国に対し働きかけるよう要望しま

す。 

 記 

① 高梨交差点から一関大橋北交差点ま

での交通事故対策事業の早期完成  

県では、要望の区間のうち、高梨交

差点が混雑による追突事故が多発して

いる主要渋滞箇所と認識しています。

このため、令和５年度政府予算提言・

要望において、高梨交差点から一関大

橋北交差点までの交通安全対策事業の

推進について国に要望したところであ

り、今後も国へ働きかけていきます。

（Ｂ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 

7月27日  ⑴ 国道４号

の４車線化

について 

② 大槻交差点以北（平泉バイパス境ま

で）の４車線拡幅整備  

県では、内陸部における物流の円滑

化や地域間の交流・連携を促進し、快

適・安全な生活を支える道路として、

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 



② 大槻交差

点以北（平

泉バイパス

境まで）の

４車線拡幅

整備 

一般国道４号の整備の重要性を認識し

ています。このため、令和５年度政府

予算提言・要望において、大槻交差点

以北（平泉バイパス境まで）を含む一

般国道４号の４車線化について国に要

望したところであり、今後も国へ働き

かけていきます。（Ｂ） 

7月27日  ⑴ 国道４号

の４車線化

について 

③ 高梨交差

点以南の４

車線拡幅整

備 

③ 高梨交差点以南の４車線拡幅整備  県では、内陸部における物流の円滑

化や地域間の交流・連携を促進し、快

適・安全な生活を支える道路として、

一般国道４号の整備の重要性を認識し

ています。このため、令和５年度政府

予算提言・要望において、高梨交差点

以南を含む一般国道４号の４車線化に

ついて国に要望したところであり、今

後も国へ働きかけていきます。（Ｂ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 

7月27日  ⑵ 一関遊水

地事業と一

体となった

磐井川堤防

の早期完成

（ＪＲ磐井

川橋梁）に

ついて 

国では、北上川の一関遊水地や宮城

県境までの狭隘地区で治水対策を進め

ており、その一環として、中心市街地

を流れる磐井川でも堤防整備が進めら

れております。  

 一関遊水地事業は終盤を迎え、水門

など各種施設の整備が進み、完成が見

えつつある状況です。  

 しかしながら、磐井川の堤防につい

ては、ＪＲ東北本線磐井川橋梁部分の

高さが不足しており、橋梁の架け替え

対策が未だ取られていない状況であり

ます。 

 ついては、一関遊水地と磐井川堤防

が一連となった治水安全度を確保する

ため、ＪＲ東北本線磐井川橋梁の早期

ＪＲ東北本線磐井川橋梁は、磐井川

の流量に対しては十分な安全度を確保

しているところですが、北上川の背水

の影響については、おおむねの安全度

を確保しているものの、径間長、桁下

高等が河川管理施設等構造令を満足し

ていない橋梁と聞いています。  

 国からは、橋梁架替等について、県

道等の周辺施設に影響を及ぼすことが

懸念されるため、事業の優先度やコス

トの観点を踏まえ、引き続き、関係機

関と協議を進めていくと聞いていま

す。 

 直轄管理区間の河川整備について

は、県としても重要な課題であり、国

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 



架け替えを国に対し働きかけるよう要

望します。 

に対し整備促進の要望を行っていきま

す。（Ｂ） 

7月27日  ⑶ 国道343 

号新笹ノ田

トンネルの

整備につい

て 

国道３４３号は、内陸と重点港湾で

ある大船渡港を結ぶ物流ルートである

とともに、内陸と沿岸の観光拠点を結

ぶ広域観光ルートとして重要な路線で

ありますが、陸前高田市と一関市の境

にある笹ノ田峠は、幅員狭小や急峻 (き

ゅうしゅん)な山地を越えなければなら

ない地理的条件から交通の難所となっ

ております。 

 過去には、土砂災害による長期間の

車両通行止めが発生し、交通に多大な

支障をきたしました。冬期の積雪・路

面凍結時においては、車両の通行が困

難となることから、国道284号へ大きく

迂回するなど、内陸と沿岸を繋ぐ路線

としての機能が十分に発揮されており

ません。 

 交通の安全確保と物流、観光ルート

及び災害時の緊急輸送道路として、国

道343号新笹ノ田トンネルの整備は急務

であり、事業費の多寡のみで判断する

のではなく、着実な進展が必要であり

ます。 

 平成26年度には、新トンネルの実現

に向けて、署名活動が展開され、一関

市及び陸前高田市において、合わせて

９万人を超える署名が寄せられたとこ

ろであります。これらの署名に加え、

他の沿線自治体からも早期事業化につ

いて強い要望があったところです。  

一般国道343号は、岩手県新広域道路

交通計画において、「一般広域道路」

に位置付けており、沿岸地域の復興を

支援するとともに、安全・安心な暮ら

しを支え、東日本大震災津波伝承館と

平泉の世界遺産を結ぶ広域的な観光振

興などにも資する重要な路線であると

認識しています。  

こうしたことを踏まえ、笹ノ田峠周

辺は複数の断層の存在など、複雑な地

質状況であることを確認したことか

ら、新たなトンネルを整備する必要性

や効果、技術的課題などについて、専

門的な見地から助言をいただく会議を

令和５年３月に設置し、より具体的な

検討を進めていきます。（Ｃ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



 ついては、国道343 号新笹ノ田トン

ネルの整備に必要な調査事業を早期に

実施し、事業化に向けた県の方向性を

示すよう要望します。  

7月27日  ⑷ 広域連携

に資する幹

線道路網の

整備につい

て 

① 国道284 

号の室根町

高沢地内の

主要地方道

本吉室根線

との交差点

の右折レー

ン設置 

まちづくりを効果的に進めるために

は、一つの自治体のみで施策を実施す

るよりも、関係する自治体と協力、連

携しながら進めることにより、大きな

成果を得ることが可能となります。  

 当市では、同じ通勤エリア、医療

圏、文化圏などを共有する近隣自治体

との協力、連携が重要であるとの認識

のもと、平泉町、宮城県栗原市、登米

市と連携し、課題解決に取り組んでい

るところであります。  

 また、陸前高田市や宮城県気仙沼市

などとの交流の活発な圏域づくりを目

指しており、県境付近に広域的ネット

ワーク機能を果たす幹線道路網の整備

が必要となります。  

 近年、国内各地において、台風によ

る大雨や水害などが頻発しており、そ

の被害は以前にも増して甚大となって

いることから、非常時において、隣接

する自治体間を結び、輸送路・避難路

として安定して機能する幹線道路網の

整備は急務であります。  

 ついては、県際連携や、安全安心で

災害に強いまちづくりを進めるため、

次の事項について要望します。  

 記 

要望の箇所については、早期の事業

化は難しい状況ですが、交通量の推移

や公共事業予算の動向等を見極めなが

ら総合的に判断していきます。（Ｃ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



① 国道284 号の室根町高沢地内の主要

地方道本吉室根線との交差点の右折

レーン設置 

7月27日  ⑷ 広域連携

に資する幹

線道路網の

整備につい

て 

② 国道284 

号の高規格

化及び三陸

沿岸道路へ

円滑に直結

する道路の

整備に向け

た宮城県へ

の働きかけ 

② 国道284 号の高規格化及び三陸沿岸

道路へ円滑に直結する道路の整備に

向けた宮城県への働きかけ  

一般国道284号は、沿岸地域と内陸地

域を結ぶ物流や産業振興を支える重要

な路線と認識しており、これまで室根

バイパスや石法華工区において、整備

を進めてきたところです。  

 一般国道284号の高規格化について

は、令和３年６月に策定した岩手県新

広域道路交通計画においては、一般国

道284号を「一般広域道路」として位置

付けたところであり、拠点都市間の連

携強化を図っていくこととしていま

す。（Ｃ） 

 また、三陸沿岸道路へ円滑に直結す

る道路の整備に向けた宮城県への働き

かけについては、要望があったことを

宮城県へ伝えました。（Ｂ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 

Ｃ：１ 

7月27日  ⑷ 広域連携

に資する幹

線道路網の

整備につい

て 

③ 国道342 

号花泉バイ

パス以南か

ら宮城県境

までの早期

整備 

③ 国道342 号花泉バイパス以南から宮

城県境までの早期整備  

（整備済みの白崖地区を除く）  

一般国道342号花泉バイパス以南につ

いては、令和４年３月に白崖地区を全

線供用開始したところです。  

 要望の区間については、早期の整備

は難しい状況ですが、交通量の推移や

公共事業予算の動向等を見極めながら

総合的に判断していきます。（Ｃ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 

7月27日  ⑷ 広域連携

に資する幹

④ 国道456 号宮城県境付近のトンネル

化の早期実現  

一般国道456号の宮城県境七曲峠付近

については、早期の整備は難しい状況

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



線道路網の

整備につい

て 

④ 国道456 

号宮城県境

付近のトン

ネル化の早

期実現 

ですが、交通量の推移や公共事業予算

の動向等を見極めながら総合的に判断

していきます。（Ｃ）  

7月27日  ⑷ 広域連携

に資する幹

線道路網の

整備につい

て 

⑤ 主要地方

道本吉室根

線津谷川本

宿地区の整

備促進 

⑤ 主要地方道本吉室根線津谷川本宿

（つやがわもとしゅく）地区の整備

促進 

主要地方道本吉室根線津谷川本宿地

区については、令和２年度に「津谷川

工区」として事業化し、令和４年度

は、用地交渉を進めてきたところで

す。今後とも地域の御協力をいただき

ながら、整備推進に努めていきます。

（Ａ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ａ：１ 

7月27日  ⑷ 広域連携

に資する幹

線道路網の

整備につい

て 

⑥ （仮称）

栗原北上線

の県道昇格 

⑥ （仮称）栗原北上線の県道昇格  県道認定については、これまでも市

町村間を結ぶ道路など道路法に規定す

る認定要件を具備したものについて、

市町村道と県道との交換を原則として

県道に認定してきたところです。  

 要望のあった路線については、道路

法上の認定要件及び県道と市道とのネ

ットワークの在り方や県道として管理

する必要性などを総合的に判断してい

きます。（Ｃ）  

 なお、奥州市前沢から北上市までの

32.6ｋｍ区間については、平成28年４

月１日に一般県道前沢北上線として供

用開始しています。  

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 



7月27日  ⑸ 幹線道路

網の整備及

び一級河川

の整備促進

について 

① 幹線道路

網の整備 

（ア）主要地

方道一関大

東線東山町

柴宿から大

東町流矢ま

での抜本的

な改良整備 

当市は、宮城県、秋田県、三陸沿岸

への交通の要衝であり、この広域的な

地域の観光交流人口の増加や物流道路

としての機能強化を図るためには、各

地域を結ぶ幹線道路網の整備が喫緊の

課題であります。  

 また、一関遊水地や宮城県境までの

狭隘地区など、国が治水対策を進めて

おりますが、地域の治水安全度の向上

を図るためにも、県管理河川区間にお

ける整備を併せて推進することが重要

であります。 

 ついては、隣接市町村とのネットワ

ーク機能の確保、安全安心で災害に強

いまちづくりを進めるため、次の事項

について要望します。  

①幹線道路網の整備  

（ア）主要地方道一関大東線東山町柴

宿から大東町流矢までの抜本的な

改良整備 

要望の区間においては、生出地区及

び流矢地区を生出工区として整備を進

め、平成26年度に整備を完了したとこ

ろです。 

 同区間の抜本的な改良については、

早期の整備は難しい状況ですが、交通

量の推移や公共事業予算の動向等を見

極めながら総合的に判断していきま

す。（Ｃ） 

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 

7月27日  ① 幹線道路

網の整備 

（イ）主要地

方道一関北

上線都市計

画道路山目

駅前釣山線

の事業完了

区間以北の

早期事業化 

①幹線道路網の整備  

（イ）主要地方道一関北上線都市計画

道路山目駅前（やまのめえきま

え）釣山線（つりやません）の事

業完了区間以北の早期事業化  

都市計画道路山目駅前釣山線の中央

町一丁目から宮前町までの区間につい

ては、平成30年度までに整備が完了し

ました。 

 要望の区間については、早期の整備

は難しい状況ですが、今後の交通量の

推移や公共事業予算の動向等を見極め

ながら判断していきます。（Ｃ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：１ 

7月27日  ① 幹線道路

網の整備 

①幹線道路網の整備  

（ウ） 一般県道折壁大原線  

一般県道折壁大原線の大原払 (はら

い)川(がわ)地区から上川原(かみかわ

県南広域

振興局 

土木部 Ｃ：２ 



（ウ） 一般

県道折壁大

原線 

・大原払川(はらいがわ)地区から上川

原(かみかわら)地区までの整備改良  

・国道284号から室根高原牧場間の未改

良区間の改良整備  

ら)地区間については、抜本的な改良は

難しい状況ですが、令和２年度から、

道路現況等の課題について地元との意

見交換を進めているところです。

（Ｃ） 

 国道284号から室根高原牧場間の改良

整備については、早期の整備は難しい

状況ですが、交通量の推移や公共事業

予算の動向を見極めながら総合的に判

断していきます。なお、室根町折壁地

区において、老朽化した大平橋の架け

替え工事に着手する予定です。（Ｃ） 

7月27日  ② 国土交通

省直轄事業

と連携した

一級河川の

整備促進 

（ア）黄海川

堤防の改修 

② 国土交通省直轄事業と連携した一級

河川の整備促進  

（ア）黄海(きのみ)川堤防の改修 

黄海地区の北上川堤防は、昭和63年

度から事業着手し、平成19年度までに

計画高水位の高さで一連区間が概成し

ていますが、県管理区間である支川の

黄海川堤防については、北上川堤防に

比べて低く、洪水時には北上川本川か

らの背水の影響が懸念される状況で

す。 

 県が実施する河川改修事業について

は、未改修区間のうち、近年の洪水に

より家屋の浸水被害が発生した箇所や

資産が集中している箇所を優先的に進

めることとしています。  

 黄海川では近年洪水による家屋浸水

被害は発生しておらず、河川改修事業

の早期導入は難しい状況ですが、治水

機能を維持するために堆積土砂の撤去

や支障木の伐採を行うほか、洪水の危

険を早い段階で察知できるよう、水位

やカメラ映像などの河川情報の提供に
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ついて引き続き実施していきます。

（Ｃ） 

 また、国では、北上川合流点付近の

樹木伐採を実施し、洪水時の北上川本

川の水位低下を図るなど、引き続き、

黄海川への背水の影響による氾濫リス

クの軽減を図っていくと聞いていま

す。 

7月27日  ② 国土交通

省直轄事業

と連携した

一級河川の

整備促進 

（イ）滝沢川

排水機場の

整備 

② 国土交通省直轄事業と連携した一級

河川の整備促進  

（イ）滝沢川排水機場の整備  

県内の河川改修事業については、近

年の洪水により家屋の浸水被害が発生

している区間や資産が集中している箇

所等において、優先的に進めていま

す。 

 御要望の箇所は、平成23年９月の台

風15号、平成24年５月の豪雨及び令和

２年７月の豪雨においては北上川の背

水により田畑の浸水被害があったもの

の、家屋の浸水被害が無く、冠水した

場合の道路のう回路も確保されている

ことから、排水機場の早期整備につい

ては難しい状況です。（Ｃ） 
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7月27日  ３ 地域医療

体制等の充

実について 

⑴ 県立病院

医療体制の

充実につい

て 

① 県際地域

の医療体制

の充実 

県立磐井、千厩、大東、南光の各病

院は、地域医療の中心的役割を担って

おりますが、医師不足が深刻化してお

り、地域住民の生命と健康を守る上で

適正な医療の確保が著しく困難な状況

にあります。 

 また、当圏域は、宮城県北地域と通

院、通学等において、同じ日常生活圏

にあり、県を越えての保健医療圏域を

想定した医療体制の構築が急務となっ

ています。 

県境を越えた保健医療圏の設定につ

いては、国が定めている医療計画策定

指針では、都道府県の境界周辺の地域

における医療の需給の実情に照らし、

隣接する都道府県の区域を含めた医療

圏を設定することが地域の実情に合

い、合理的である場合には、各都道府

県の計画にその旨を明記の上、複数の

都道府県にまたがった医療圏を設定し

ても差し支えないこととされています

が、仮に設定を行う場合の広域的なマ
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 ついては、岩手・宮城県際地域の医

療体制の充実を進めるとともに、県立

病院医療体制の充実のため次の事項に

ついて要望します。 

 記 

① 県際地域の医療体制の充実  

 宮城県との協議の場を設け、県を越

えての保健医療圏域を想定した医療体

制の構築を検討すること  

ネジメントや地方自治体間の役割分担

の明確化が大きな課題となっていま

す。 

国が次期医療計画等に関する検討の

ため設置した「第８次医療計画等に関

する検討会」の意見の取りまとめにお

いて、医療提供体制の構築において隣

接する都道府県と連携を取る場合もあ

り、その場合は連携する都道府県と協

議を行い、具体的な内容を医療計画へ

記載するよう努めることとされていま

す。 

本県の県境地域における医療体制の

検討に当たっては、国から年度末に示

される次期医療計画の作成指針や将来

の医療需要等を踏まえ、必要に応じて

宮城県との情報共有や協議について検

討していきます。（Ｂ） 

7月27日  ⑴ 県立病院

医療体制の

充実につい

て 

② 県立病

院の医療体

制の充実 

（ア）常勤医

師等の配

置・増員 

② 県立病院の医療体制の充実  

（ア） 常勤医師等の配置・増員  

病院

名 

常勤医師の配

置が必要な診

療科 

常勤医師等の増

員が必要な診療

科 

磐井

病院 

血管内治療医  小児科医、産婦

人科医、救急科

医、麻酔科医、

呼吸器内科医、

助産師 

千厩

病院 

呼吸器内科

医、整形外科

医、脳神経内

科医 

総合診療外科

医、総合診療内

科医、消化器内

科医 

医師の配置・増員については、ご要

望のあった診療科のうち、磐井病院に

おいては令和４年６月１日時点で前年

同月と比較し、小児科は３名増、麻酔

科は２名増、産婦人科及び救急科はそ

れぞれ１名増員し、磐井病院全体では

前年同月比７名増の67名の常勤医の体

制とし、圏域内の診療体制の充実を図

ったところです。  

 磐井病院の呼吸器内科及びそれ以外

の各病院の診療科については、関係大

学に対して常勤医師の配置及び増員を

要請しているところですが、派遣元で

ある大学においても医師の絶対数が不
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大東

病院 

脳神経内科

医、整形外科

医 

内科医 

南光

病院 

児童青年精神

科医 

精神科医（特に

も中堅医師）、

公認心理士（臨

床心理士）、医

療社会事業士

（精神保健福祉

士） 
 

足しており、非常に厳しい状況が続い

ています。 

 また、児童青年精神科医は、全国的

にも学会認定医の資格を有する者が少

ないことから、他病院からの診療応援

により診療体制の維持に取り組んでい

るところです。  

 県においては、引き続き関係大学を

訪問し医師の派遣を強く要請していく

ほか、即戦力となる医師の招聘や奨学

金養成医師の計画的な配置等により常

勤医師の確保に取り組んでいきます。

（Ｂ） 

 医師以外の職員の配置については、

磐井病院において、平成30年４月に助

産師２名、令和４年４月に助産師１名

を増員したほか、南光病院において、

平成30年４月に公認心理師１名、医療

社会事業士２名を増員し、今年度にお

いてもその体制を維持するなど、必要

な体制の整備を図っています。  

 なお、公認心理師については、全員

が公認心理師資格を取得しており、精

神保健福祉士については、配置した医

療社会事業士のうち５名が取得してお

り、今後も病院において有資格者を養

成することとしています。（Ａ）  

7月27日  ② 県立病

院の医療

体制の充

実 

② 県立病院の医療体制の充実  

（イ）医療機器等の整備  

   医師の配置とあわせて、脳外科

における血管内治療に必要な装置

等の整備をすること（磐井病院）  

県立病院における医療器械の整備に

ついては、予算に限りがある中、各病

院からの要望を踏まえ、必要性や緊急

度及び経済性などの観点から総合的に
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（イ）医療機

器等の整備 

判断し、優先度の高いものから順次整

備しているところです。  

 脳外科における血管内治療について

は、開頭手術と比較して低侵襲であ

り、治療後の安静と入院の期間が短い

などの利点もあり非常に有効な治療で

あると認識しているところであります

が、非常に高額な器械であり、地域の

医療需要、整備の必要性や費用対効果

等について検証し、治療医の確保に努

めながら必要とする医療器械の整備の

検討を進めていきます。（Ｂ）  

7月27日  ② 県立病

院の医療

体制の充

実 

（ウ）磐井病

院附属花泉

地域診療セ

ンターの充

実 

② 県立病院の医療体制の充実  

（ウ）磐井病院附属花泉地域診療セン

ターの充実 

 花泉地域の医療機関閉院により、花

泉地域診療センターの担う役割が大き

くなっていることから、訪問診療の実

施や夜間帯の医師配置、また、耳鼻咽

喉科及び眼科を専門とする医師を週 1回

程度派遣すること  

花泉地域診療センターの医師の確保

については、派遣元である大学におい

ても医師の絶対数が不足していること

から非常に厳しい状況が続いています

が、両磐保健医療圏内の他の県立病院

からの応援により診療体制の維持に取

り組んでいるところであり、引き続

き、圏域内の他の医療機関との役割分

担と連携を進めることにより診療体制

の充実に努めます。  

 訪問診療については、医師の献身的

な対応により実施してきたところです

が、地域の医療機関閉院に伴い外来患

者が増加していることおよび医師の業

務負担を考慮するとこれ以上の対応は

困難な状況にあります。  

 県では、関係大学への派遣要請、即

戦力となる医師の招聘活動、奨学金養

成医師の計画的な配置などに積極的に

取り組み、今後も必要な医療が提供で
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きるよう医療体制の充実に向けて取り

組んでいきます。（Ｂ）  

7月27日  ３ 県際地域

の地域医療

体制等の充

実について 

⑵ 奨学金養

成医師の適

正な配置に

ついて 

平成20年度に拡充した奨学金制度に

よる養成医師の県内医療機関への配置

が平成28年度から始められ、当圏域に

は12人の医師が配置されました。しか

しながら、当圏域における常勤医師の

数は依然として不足しており、また当

圏域内でも東西地域で医師の偏在があ

ります。 

 今後におきましても、県内における

深刻な医師不足の解消と、地域及び診

療科による医師の偏在の解消が不可欠

であります。 

 特にも、当圏域は、宮城県北地域と

通院、通学等において、同じ日常生活

圏にあり、県際地域に生活する住民が

最善かつ適切な医療を受けられるよ

う、実態に即した医療体制を構築する

ことが重要となっております。  

 ついては、奨学金制度による養成医

師の配置について次のとおり要望しま

す。 

 記 

① 地域及び診療科による医師の偏在

の解消を図ること  

② 公的基幹病院はもとより、その他

の公的医療機関への継続的な必要医

師の配置をすること  

県では、奨学金制度により医師の絶

対数を確保し、養成医師の計画的な配

置調整を行うことにより、医師不足の

解消等に努めており、令和４年度は、

県内すべての二次保健医療圏の基幹病

院等に計１２２名の養成医師を配置し

たところですが、医師不足が深刻な沿

岸・県北地域への優先配置なども踏ま

え調整した結果、両磐医療圏には１２

名の配置となったところです。  

 医師の地域偏在の更なる解消に向け

て、令和元年度臨床研修を開始した養

成医師から沿岸地域等での勤務を必須

化し、取組の強化を図っているところ

です。また、診療科偏在の取組につい

ては、産科・小児科を選択した養成医

師が地域周産期母子医療センター等で

勤務に専念できるよう配置特例を設

け、さらに令和２年度から、地域枠養

成医師を対象に総合周産期母子医療セ

ンターでの専門研修期間の一部を義務

履行として認めることにしたところで

あり、本制度について周知を図り、産

科医等の養成の取組を強化し、医師の

偏在解消を進めていきます。加えて、

令和４年度限りで廃止される医学部臨

時定員・歯学部振替枠の７名分に替

え、診療科偏在対策として、岩手医科

大学に総合診療科・小児科・産婦人科

を診療科指定とした新たな地域枠（７
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名）を、市町村医師修学資金枠の中に

新設したところです。（Ｂ） 

 また、地域病院等の中小医療機関へ

の配置については、配置基本ルールに

基づいて、先行して配置する基幹病院

で総合診療スキルを習得した後、順次

配置を行うこととし、今年度は、県全

体で２９名の養成医師を配置したとこ

ろであり、引き続き地域病院等への配

置についても、充実を図っていきま

す。（Ｂ） 

7月27日  ３ 県際地域

の地域医療

体制等の充

実について 

⑶ 地域医療

体制の充実

について 

少子高齢化が進展し、医療資源の地

域偏在が顕著な状況の中、地域医療提

供体制の充実が課題であり、将来にわ

たって安心して子育てができ、住み慣

れた地域で暮らし続けることができる

よう、当市においては、市内の医療施

設などに将来勤務しようとする者に修

学資金の貸付けを行うなど医療人材の

確保、定着に努めているところです。  

 このような状況の中、特にも両磐保

健医療圏域内における周産期医療体制

の構築のため、助産師に対する支援や

人材の確保に向けた取組が急務となっ

ております。 

 ついては、次の事項について要望す

るとともに、国に対して働きかけるよ

う要望します。  

 記 

① 医療人材の確保、定着に向けた施

策のさらなる充実、特にも、周産期

① 県では、看護職員の安定的な確保

と定着を図るため「いわて看護職員

確保定着アクションプラン」に基づ

き、中学生・高校生看護進学セミナ

ーや看護職員修学資金貸付制度、ナ

ースセンターによる再就業支援など

に取り組んでおり、特に助産師につ

いては、修学資金の優先的な貸付、

岩手県看護協会・岩手県助産師会と

連携した資質向上研修や復職支援な

ど、きめ細かな取組を推進している

ところです。  

  また、これらの取組の継続や充実

に向けて、国への要望等を継続的に

行っていきます。（Ｂ）  

② 医師不足や医師の地域偏在等の解

消に向けては、これまでの都道府県

のみの取組では限界があり、全国的

な取組も必要であることから、本県

では、国の責務として医師の計画的

養成や配置に取り組む「（仮称）地
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医療体制構築のための助産師に対す

る支援や人材の確保を行うこと  

② 医師不足や医師偏在を解消するた

め、地域医療体制の抜本的な改善を

図ること 

域医療基本法」の制定について提言

してきたところです。  

  また、令和２年１月に、医師少数

県11県とともに設立した「地域医療

を担う医師の確保を目指す知事の

会」においても、医師不足の解消や

医師偏在是正のための実効性のある

施策の実現に向けて、国への提言を

継続的に行っていきます。（Ｂ）  

7月27日  ⑷ 医師の働

き方改革へ

の対応につ

いて 

① 各保健医

療圏域にお

ける医療提

供体制の現

状や課題を

整理し、各

圏域におけ

る「医師の

働き方改

革」への対

応方針を早

急に検討

し、示すこ

と 

② 各保健医

療圏におい

て中心的な

役割を担っ

ている県立

令和６年４月から、医師（勤務医）

に対する時間外・休日労働の上限規制

を設ける、いわゆる「医師の働き方改

革」が実施される予定であり、医師を

はじめとする医療従事者の労働環境の

整備が喫緊の課題となっております。  

 「医師の働き方改革」への対策とし

て、現在の医療体制を維持するために

は人員の増が必須となりますが、医師

の不足や偏在が顕著な当圏域において

は、地域医療提供体制のさらなる縮小

につながることが懸念されるところで

あります。 

 また、個々の医療機関が医師の働き

方改革に対応しながら、地域医療提供

体制を維持していくためには、医師の

確保や住民に対する適正受診の呼び掛

けに加え、圏域内の医療機関における

機能分化（役割分担）の明確化や医療

機関の連携強化などの枠組みを定め、

早急に取り組んでいく必要がありま

す。 

① 県では、医師の働き方改革と医療

提供体制の確保の両立を図っていく

ための課題を共有し、地域医療を守

る取組を推進する組織として、岩手

県市長会や岩手県町村会等を構成員

とする「医師の働き方改革の推進と

地域医療を守るネットワークいわ

て」を発足させ、医療機関の好事例

を共有し、医療現場での取組の促進

を図っているほか、働き方改革の推

進の必要性と医療提供体制の確保に

向けた取組などについて情報発信に

取り組んでいます。  

  また、医療従事者の勤務環境を改

善するため「岩手県医療勤務環境改

善支援センター」を設置し、社会保

険労務士等のアドバイザーや研修講

師の派遣、勤務環境改善に資する設

備整備への補助などの支援のほか、

医療機関が実施する、医療クラーク

の配置など医師の労働時間削減に向

けた取組について、引き続き支援し

ていきます。  
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病院がその

役割を確実

に果たせる

よう、各県

立病院と救

命救急セン

ターの円滑

な連携を確

保するなど

地域医療提

供体制を強

化すること 

 ついては、医師の働き方改革に対応

し、地域医療提供体制を維持していく

ため、特段の措置を講じるよう次のと

おり要望します。  

 記 

① 各保健医療圏域における医療提供

体制の現状や課題を整理し、各圏域

における「医師の働き方改革」への

対応方針を早急に検討し、示すこと  

② 各保健医療圏において中心的な役

割を担っている県立病院がその役割

を確実に果たせるよう、各県立病院

と救命救急センターの円滑な連携を

確保するなど地域医療提供体制を強

化すること 

  医師の偏在是正が図られないま

ま、医師の働き方改革のみが推進さ

れた場合、救急医療や周産期医療の

提供が困難になるなど、地域医療提

供体制に多大な影響が懸念されるこ

とから、医師の働き方改革が地域に

及ぼす影響等について、特に医師少

数県を優先して詳細な調査・分析を

行い、医師の働き方改革を進めなが

ら地域医療を確保するために必要な

方策を検討するよう引き続き、国に

対して要望を行っていきます。

（Ｂ） 

② 岩手県保健医療計画では、公立病

院の役割について、「へき地、救

急、小児、高度・専門医療など、採

算性等の面から民間が提供困難な医

療等を担う」としており、県立病院

は、地域医療構想調整会議の議論等

を踏まえて、民間や他の公立・公的

医療機関と機能分担と連携を図りな

がら、それぞれの地域で求められる

役割を担っています。  

  また、それぞれの地域において必

要な役割を担う県立病院と、重症及

び複数の診療科領域にわたるすべて

の重篤な救急患者を24時間体制で受

け入れている県内４つの救命救急セ

ンターが連携し、ドクターヘリも活

用しながら、高度急性期医療に必要

な医療体制を確保しているところで

あり、こうした連携の下、引き続き



良質な医療提供体制の確保に努めて

いきます。（Ｂ） 

7月27日  ⑷ 医師の働

き方改革へ

の対応につ

いて 

③ 医療機関

（医師をは

じめとする

医療従事

者）の負担

を軽減し、

将来にわた

って持続可

能な地域医

療提供体制

を構築する

ため、県民

に対する適

正受診の呼

び掛けをよ

り一層強化

するよう、

あらゆる手

段を講じる

こと 

③ 医療機関（医師をはじめとする医療

従事者）の負担を軽減し、将来にわ

たって持続可能な地域医療提供体制

を構築するため、県民に対する適正

受診の呼び掛けをより一層強化する

よう、あらゆる手段を講じること  

③ 適正受診の呼びかけについては、

平成20年度から「県民みんなで支え

る岩手の地域医療推進運動」を展開

し、保健所単位でも各種研修会等で

の場を借りて県民に対する啓発活動

を実施しています。令和４年度は、

中学生に向けた地域医療セミナーの

開催や適正な救急利用やかかりつけ

医重要性をテーマとした『岩手県適

正受診啓発マンガ みんなで守ろう

いわての医療！』の制作等を行うと

ともに、保健所単位では出前講座等

を実施することにより、県民への普

及啓発を強化していきます。（Ｂ） 
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7月27日  ⑷ 医師の働

き方改革へ

の対応につ

いて 

④ 地域にお

ける小児救

④ 地域における小児救急医療体制を補

完するためにも、岩手県小児救急医

療電話相談事業（こども救急相談電

話）の受付終了時間を午後11 時から

翌朝へ延長すること  

④ 岩手県小児救急医療電話相談事業

（こども救急相談電話）について

は、令和５年２月１日から対応時間

を延長し、これまでの午後７時から

午後11時までの時間帯に加えて、午

後11時から翌朝８時までについても
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急医療体制

を補完する

ためにも、

岩手県小児

救急医療電

話相談事業

（こども救

急相談電

話）の受付

終了時間を

午後11 時

から翌朝へ

延長するこ

と 

対応を行っているところです。

（Ａ） 

7月27日  ４ まち・ひ

と・しごと

の創生に向

けた支援に

ついて 

⑴ 広域での

公民連携の

推進につい

て 

人口減少が加速していく中、多様化

する地域の課題に行政だけで対応して

いくことは困難な状況であり、当市に

おいても、企業や金融機関などの多様

な主体との連携を進めております。  

 全国では、企業、金融機関、地方公

共団体等において公民連携の地域プラ

ットフォームを形成し、ＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ事業のノウハウの習得や、公民連携

による事業形成能力等の向上を図り、

具体的な事業形成に繋げていく事例も

あります。 

 この取組は、自治体単独で進めるよ

り、広域的な範囲で多種多様な主体が

参画することにより、異業種間のネッ

トワークの形成や、公民連携を推進し

ていく人材の育成に寄与することか

ら、より効果的な事業形成やマッチン

県では、多様な主体との連携・協働

や民間活力の導入などにより、公共サ

ービスの質の向上やコストの縮減が図

られ、より効率的・効果的な事務の執

行が期待できるものについては、様々

な事業手法の中から最適な方法を選択

し、事業を進めていくことが肝要であ

ると考えています。  

 そのため、県では、東北各県等で構

成する「東北ブロック・プラットフォ

ームコアメンバー会議」に加え、盛岡

市が金融機関等と構成する「もりおか

PPPプラットフォーム会議」に参加して

いるところであり、当面、この枠組み

を活用しながら導入案件の形成能力の

向上や実務的な知見の集積を行ってい

くこととしています。（Ｂ）   
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グの機会の増加に繋がるものと考えら

れます。 

 東北エリアにおいても、青森県、秋

田県、宮城県において、県と市町村が

構成員になっている広域での地域プラ

ットフォームが形成されています。  

 ついては、県全体で一体的に公民連

携の取組を推進していくため、次の事

項について要望します。  

 記 

① 国の地域プラットフォーム形成支援

事業を活用し、岩手県を代表者とし

た、地域の事業者、県内の自治体等

が参画する地域プラットフォームの

形成を進めること  

② 県で進める地域プラットフォーム

は、プラットフォーム形成後も、国

からの支援を受け、実効性のあるプ

ラットフォームとしていくため、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォーム

の協定制度を国と締結できる形とす

ること 

7月27日  ⑵ 非製造業

を対象とし

た支援につ

いて 

① ＩＴ関連

企業等の非

製造業の誘

致を進める

ため、非製

造業を対象

情報関連産業は、ＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）等の加速に

よって重要性が増しており、全国的に

誘致活動が行われています。  

 地方においては、人口減少や少子高

齢化の進行による生産年齢人口の減少

で人材不足が進み、今後、地元企業の

経営存続も危惧されており、地元企業

は人材不足に対応し、また、強固な経

営基盤の確立に向け、持続的、発展的

情報関連産業は、ⅮⅩ等の加速によ

って重要性が増しており、全国的に誘

致活動が活発化しています。  

 県では、令和３年３月に「いわてＩ

Ｔ産業成長戦略」を策定し、時機を捉

えた情報関連産業の集積や産業の高度

化に向けて取り組んでいるところで

す。 

 県の誘致支援制度については、一定

の投資や雇用など、経済波及効果が高
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とした支援

制度を創設

すること 

なイノベーションを創出するためＤＸ

を推進する必要があります。  

 しかしながら、当市をはじめ、県内

にはＤＸの推進に大きな役割を果たす

ＩＴ関連企業等の立地及びＩＴ技術者

が少ない状況であります。  

 このため、当市では、ＩＴ関連企業

等を誘致し、地元企業などとの連携に

よるイノベーションの誘発が、今まで

以上に重要であると捉え、従来からの

製造業などの企業誘致と合わせ、積極

的な企業誘致活動を行ってまいりま

す。 

 また、ＩＴ技術者の人材確保にあた

っては、小学生・中学生・高校生を対

象とした若いうちからの育成と技術を

持ったＵ・Ｉターン者などの即戦力と

なる人材の確保が必要となります。  

 ついては、県においても、ＩＴ関連

企業や非製造業の必要性については認

識いただいているところであり、地域

の経済や他産業への波及効果等も期待

できることから、次の事項について要

望します。 

 記 

① ＩＴ関連企業等の非製造業の誘致を

進めるため、非製造業を対象とした

支援制度を創設すること  

いものを支援の対象としているところ

であり、限られた財源を効果的に活用

できるよう全県的な視点に立った上

で、産業の動向や企業ニーズ、地域経

済や他産業への波及効果等を踏まえ、

引き続き、効果的な支援制度について

検討していきます。（Ｂ）  

7月27日  ⑵ 非製造業

を対象とし

た支援につ

いて 

② Ｕ・Ｉターン者を含むＩＴ技術者の

確保・育成のために必要な事業を実

施すること 

県では、令和３年３月に策定した

「いわてＩＴ産業成長戦略」に基づ

き、産業支援機関、大学やＩＴ企業と

連携して、デジタル化を支えるＩＴ技
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② Ｕ・Ｉタ

ーン者を含

むＩＴ技術

者の確保・

育成のため

に必要な事

業を実施す

ること 

術者の育成に取り組んでいるところで

す。 

 また、「いわて産業人材奨学金返還

支援制度」により、Ｕ・Ｉターン者を

含む若者の県内就職・定着を支援する

など、ＩＴ産業を含む本県産業を担う

優れた人材の確保に取り組んでいま

す。 

また、離職者等再就職訓練において6

か月のＩＴ資格取得コースを新たに設

定し、在職者訓練においてＩＴ分野の

訓練コースを拡充するとともに、令和

５年度には新たにＤＸスキルを習得す

るためのセミナーを開催するなど、Ｉ

Ｔ技術者の育成強化にも取り組んでい

ます。 

 なお、県が首都圏等に設置するＵ・

Ｉターン相談窓口においては、ＩＴ分

野での就業を希望する相談者が多いこ

とから、県の就職情報マッチングサイ

ト「シゴトバクラシバいわて」の訴求

力を高めるため、ＩＴ分野などの求人

を特出しで掲載する予定としていま

す。（Ａ） 

7月27日  ⑶ 県発注工

事の地元業

者への優先

発注につい

て 

当市では、地元企業の育成及び地元

経済の活性化を目的として地元企業優

先発注に係る基本方針を定め、地元企

業優先発注に取り組んでおります。  

 また、県においても、「県が締結す

る契約に関する条例」を制定し、県内

企業への発注を優先する等の取組を進

めているところであります。  

県営建設工事（土木工事）の発注に

当たっては、設計額25百万未満の工事

は、工事施工場所の振興局等に主たる

営業所を有する業者（土木Ｃ級）、 25

百万円以上１億円未満の工事は、工事

施工場所の振興局等及び隣接する振興

局等に主たる営業所を有する業者（土

木Ｂ級又はＡ級）とする地域要件を設
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 その中で、県発注工事の小規模工事

（土木Ｃ級格付業者対象）について

は、工事施工場所と入札参加者の条件

として定めた営業所所在地は一致して

いますが、一方で、中規模以上の工事

（土木Ａ級及びＢ級格付業者）につい

ては、工事施工場所と営業所所在地が

一致しておりません。  

 ついては、今後、人口減少や社会経

済情勢の変化により、公共工事発注が

減少することが想定されることから、

地元業者の経済活動の保護、育成と振

興を図るため、県が発注する公共工事

については、工事施工場所の市町村に

本社を有する建設業者への優先発注に

取り組むよう要望します。 

定し、入札の透明性及び公平性を確保

したうえで、十分な競争性が確保され

ることを前提に、地元企業の参加に配

慮した入札を実施しています。  

 また、入札に参加する業者の地域精

通度等（地域内拠点の有無や災害活動

の実績等）を評価する総合評価落札方

式を導入しています。  

 地域要件については、入札機会や競

合環境の変化などによる影響につい

て、意見交換会などを通じて意見を伺

い、適切な運用となるよう必要な検討

を行っていきます。（Ｂ） 

 

7月27日  ⑷ 結婚活動

支援につい

て 

① 広域的な

婚活イベン

トの開催に

ついて 

当市では、人口減少を少しでも緩や

かにするため、結婚活動支援に取り組

んでおり、結婚を希望する独身男女の

出会いの場の提供（市内イベントや宮

城県を含む近隣４市町合同イベント）

や縁結び支援員（ボランティア）によ

る出会いの仲介支援に対応しておりま

す。 

 また、企業・団体等が実施する独身

男女の出会いの機会を提供する事業に

対する補助や、いきいき岩手結婚サポ

ートセンターの会員登録料補助、新婚

世帯に対する経済的負担の軽減を図る

ための家賃等補助の支援も行っており

ます。 

県では、今年度新たに「結婚支援企

業・地域連携推進事業」として、企業

や地域と連携した出会いイベントを実

施する予定としており、様々な主体と

連携しながら、さらなる出会いの機会

の創出等に取り組んでいくこととして

おります。（Ｂ） 
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 県においては、いきいき岩手結婚サ

ポートセンターを設置し、県内全域

で、マッチングシステムを導入した会

員制による出会い仲介支援を行ってお

りますが、さらなる出会いの機会の創

出と結婚活動支援の充実を図るため、

次の事項について要望します。  

 記 

① 広域的な婚活イベントの開催につい   

 て 

 当市が行った結婚を希望する独身者

を対象としたアンケートでは、結婚活

動支援の中で、広域的な婚活イベント

の開催を求める意見が多いことから、

県内全域もしくは振興局の範囲を対象

とした広域的な婚活イベントを開催す

ること 

7月27日  ⑷ 結婚活動

支援につい

て 

② 結婚相談

員などの研

修会の開催

について 

② 結婚相談員などの研修会の開催につ

いて 

 結婚相談員などが結婚相談を実施す

る際、相談者とのコミュニケーション

の取り方や助言の仕方について、不安

や悩みが大きくなってきていることか

ら、婚活支援に取り組んでいる結婚相

談員などの広域ネットワークの構築や

スキルアップを目的とした研修会を開

催すること 

広域ネットワークの構築に関して

は、県や全市町村が参加している“い

きいき岩手”結婚サポートセンター

（ｉ-サポ）運営委員会において課題の

検討や情報共有を行っているところで

あり、結婚相談員等のスキルアップに

ついては、こうした場を活用しながら

各市町村のニーズを把握し、ｉ-サポ等

と連携しながら研修機会を確保してい

きます。（Ｂ） 

県南広域

振興局 

保健福祉

環境部 

Ｂ：１ 

7月27日  ⑸ 中学校地

域部活動に

向けての補

助金制度創

設について 

当市では、生徒数減少の現状や学校

規模の縮小に伴い顧問教員数が不足す

る中で、生徒にとって望ましい部活動

の環境を構築し、持続可能な部活動の

体制を整備することが急務となってい

公立中学校における運動部活動の地

域移行については、令和４年12月、ス

ポーツ庁及び文化庁において、令和４

年夏に取りまとめられた部活動の地域

移行に関する検討会議の提言を踏ま

県南広域

振興局 

県南教育

事務所 

Ｃ：１ 



ます。そこで、市内中学校長や体育協

会等との協議・説明を経て、地域部活

動の要綱を策定するとともに、部活動

指導が可能な実施団体と協議し、今年

度２か所で地域部活動が発足しまし

た。 

 この地域部活動を運営する際に、地

域部活動は基本的に学校とは別の団体

であることから、指導者への謝金な

ど、その活動には運営のための財源が

必要となります。文部科学省の通知に

よれば、費用負担は「受益者負担の観

点から保護者が負担」することを想定

しています。 

 しかし、この制度の提案が国からな

され、現実に持続可能なものとしてい

くためには、公的援助による誘導が不

可欠であります。  

 一方、部活動での働き方改革を進め

るために、「部活動指導員」制度も開

始され、現在、当市でも７人の部活動

指導員を雇用していますが、この人件

費の費用負担は国・県・市町村が３分

の１ずつ負担することになっていま

す。この部活動指導員制度、地域部活

動制度は、教員の働き方改革を主旨と

するものであり、これらを推進拡大す

ることは地域人材活用につながり、教

員の負担軽減に大きく資するものであ

ります。 

 ついては、地域部活動推進のために

も、県独自の施策として、地域部活動

補助金制度の創設を要望します。  

え、平成30年に策定した「運動部活動

の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」及び「文化部活動の在り方に関す

る総合的なガイドライン」を統合した

上で全面的に改定し、新たに「学校部

活動及び新たな地域クラブ活動の在り

方等に関する総合的なガイドライン」

を公表したところです。  

 県では、地域クラブ活動の運営主体

となる総合型地域スポーツクラブ等の

体制整備や指導者となる人材確保等の

地域でスポーツ・文化活動が実施でき

る環境整備、さらに経済的に困窮する

家庭の生徒に対する支援等、必要な財

政措置を講ずるよう国に対して要望し

ているところです。  

 つきましては、今後のスポーツ庁及

び文化庁における動向を注視するとと

もに、本県１市２町において展開され

ているモデル事業の課題を踏まえ、他

県の取組状況を参考にしつつ、総合的

に検討する必要があると考えていま

す。（Ｃ） 



7月27日  ⑹ 国道343 

号渋民バイ

パスの「道

の駅」整備

について 

令和３年３月に開通した国道 343号渋

民バイパスは、復興支援道路のリーデ

ィング工区に位置づけられており、交

通の利便性向上による内陸と沿岸の物

流の効率化、観光促進や交流人口の拡

大等、今後ますます期待されていま

す。 

 当市は、国道343号と国道456号の交

差点付近に国道利用者の休憩所や道路

情報提供の場として「道の駅」を整備

するため、地域住民や関係団体の協力

のもと、令和２年10月に基本構想

（案）及び基本計画（案）を策定し、

令和３年度は基本設計を実施しまし

た。また、令和４年度には実施設計及

び敷地造成工事に着手する予定となっ

ています。 

 ついては、特産物を生かした商品等

の提供などによる地域活性化の拠点、

沿岸部と内陸部をつなぐ架け橋として

地域交流の拠点、さらには防災の拠点

としての機能も兼ね備えた「道の駅」

の着実な整備推進にあたり、助言や事

業費の確保について要望します。  

国道343号渋民バイパスの「道の駅」

については、道路利用者への安全で快

適な道路交通環境を提供するため、令

和４年度から事業着手したところで

す。 

 令和４度は、貴市と連携し、用地買

収、トイレ、休憩施設等の設計などを

進めました。また、敷地造成工事に着

手したところであり、引き続き整備を

推進していきます。（Ａ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ａ：１ 

7月27日  ５ 東京電力

福島第一原

子力発電所

事故による

放射性物質

汚染対策に

ついて 

原発事故による放射性物質汚染は、

震災から11年目を迎えた現在もなお、

当市に大きな被害を与えております。  

 牧草、稲わら、堆肥の農林業系廃棄

物については処理が進まず、現在、埋

設一時保管している汚染された道路側

溝土砂、学校等の校庭土砂について

は、国の処理基準が未だ示されていな

原木しいたけの産地再生を図るため

には、原木を安定的に供給するととも

に、新規参入者の確保と規模拡大を推

進することが重要だと考えています。  

このことから、県では、  

① 新規参入者や既存生産者の規模拡

大部分の原木価格高騰分の掛り増し

の賠償について、国と東京電力に対

県南広域

振興局 

林務部 Ａ：２ 

Ｂ：２ 



⑴ 原木しい

たけ産地再

生への支援

について 

いことなどにより、市内全域で処理が

できない状況にあり、これ以上、一時

保管することは極めて困難でありま

す。 

 このような実態を踏まえ、県におい

ては、一日も早く正常な状況下での農

産物等の生産・流通の実現や、市全域

の汚染土砂の処理とともに、次の事項

について、迅速かつ万全の措置と明確

な方針を示すよう、国並びに東京電力

に対し働きかけるよう要望します。  

 記 

⑴ 原木しいたけ産地再生への支援  

① 新規参入者と規模拡大意向者に対

しても、震災前の原木価格水準に見

合った原木購入費の掛り増し賠償実

現に向けた強力な支援を実施するこ

と 

② 翌年以降の植菌作業に向けての良

質な原木の確保の継続と課題となっ

ている植菌適期内の納入実現へ向け

た実態に即した支援を実施すること  

③ 立木等に係る福島県と同様の財物

賠償実現に向けた支援を実施するこ

と 

④ 放射性物質の影響を低減させるた

めに義務付けられている原木しいた

けの栽培工程管理の簡素化に向けた

支援を実施すること  

して実施を強く要望していきます。

（Ａ） 

② 良質な原木の確保と適期納入につ

いては、県森林組合連合会など関係

団体と連携し、毎年度、植菌時期ま

でに他の地域から原木が適期に供給

されるよう取り組んでいきます。

（Ａ） 

③ 財物賠償について、県としては、

東京電力に対し、実態に即した十分

な賠償が行われるよう引き続き強く

求めていくとともに、国に対して

も、東京電力を指導するよう要望し

ていきます。（Ｂ）  

④ 県では、国の「放射性物質低減の

ための原木きのこ栽培管理に関する

ガイドライン」に基づき、平成25年

10月に「岩手県放射性物質低減のた

めの原木きのこ栽培管理実施要領」

を策定し、しいたけ生産者を指導し

ています。 

 この実施要領については、研究機関

による調査結果等の知見を踏まえ、令

和４年５月に栽培工程管理の一部簡素

化を図ったところであります。  

 今後も、適切な栽培工程管理の実施

に向け、放射性物質濃度の推移に関す

る研究を続けていきます。（Ｂ）  

  

 今後においても、国と東京電力に要

望を継続するとともに、県としても原

木しいたけの生産者に対する、きめ細



やかな支援を行い、産地再生に取り組

んでいきます。  

7月27日  ⑵ 農林業系

汚染廃棄物

の早期処理

への支援に

ついて 

① 農林業系

汚染廃棄物

の早期最終

処分に向け

た技術的・

財政的な支

援を実施す

ること 

⑵ 農林業系汚染廃棄物の早期処理へ

の支援について  

① 農林業系汚染廃棄物の早期最終処

分に向けた技術的・財政的な支援を

実施すること  

8,000Bq/㎏以下の農林業系汚染廃棄

物の処理については、国のガイドライ

ンで明確化されていない事項につい

て、県が策定した「放射性物質に汚染

された廃棄物等の焼却・処分等に係る

対応ガイドライン」において、焼却処

理する場合は、既存の焼却施設におい

て一般廃棄物と混焼し、市町村等の最

終処分場に埋め立てる処理方針を示し

ています。また、その処理費用につい

ては、国に対し、処理が終了するまで

焼却処理や最終処分場での処理等に必

要となる費用の財政措置を講ずるよう

要望しています。県としても早期の処

理終了に向けて、技術的助言をしてい

きます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

保健福祉

環境部 

Ｂ：１ 

7月27日  ⑵ 農林業系

汚染廃棄物

の早期処理

への支援に

ついて 

② 農林業系

汚染廃棄物

の保管の長

期化に伴う

一時保管施

設の維持補

修助成など

保管施設と

しての機能

② 農林業系汚染廃棄物の保管の長期

化に伴う一時保管施設の維持補修助

成など保管施設としての機能を保つ

ための支援を実施すること  

県では、利用自粛牧草等処理円滑化

事業（県単）により、保管の長期化が

見込まれる牧草、稲わら、堆肥の一時

保管について、施設の維持管理にかか

る経費を支援しており、引き続き、市

が一時保管施設の機能を保つための経

費に対して、支援していきます。  

 また、国に対し、農林業系副産物の

処理等にかかる費用の財政的措置を講

じるよう要望しており、引き続き様々

な機会を通じて必要な対策を求めてい

きます。（Ｂ） 

県南広域

振興局 

農政部 Ｂ：１ 



を保つため

の支援を実

施すること 

7月27日  ⑵ 農林業系

汚染廃棄物

の早期処理

への支援に

ついて 

③ 汚染され

一時保管し

ている乾し

いたけの適

切な処分に

対する支援

を実施する

こと 

③ 汚染され一時保管している乾しい

たけの適切な処分に関する全面的な

支援を実施すること  

当該乾しいたけについて、焼却処理

する場合は、ほだ木と同様、既存の焼

却施設において一般廃棄物と混焼し、

市町村等の最終処分場を活用して埋立

することができます。（Ｂ）  

 県としても、当該乾しいたけの処理

が進むよう、混焼する場合の生活ごみ

等との混合方法、焼却灰の埋立等につ

いて技術的助言をしていきます。  

 また、関係団体とも連携しながら、

早期処理に向けて対応していきます。

（Ｂ） 

県南広域

振興局 

林務部 Ｂ：２ 

7月27日  ⑶ 山菜等の

風評被害の

防止と販売

促進支援に

ついて 

⑶ 山菜等の風評被害の防止と販売促

進支援について  

  産地直売関係者や消費者との食品

の安全に関する情報の共有による風

評被害の防止及び積極的な販売促進

の支援を実施すること  

県では、食の安全安心を確保するこ

とが重要と考えており、流通関係者が

出荷前に自主検査を行うよう指導する

とともに、必要に応じて県による精密

検査の実施と、検査結果の速やかな公

表により、風評被害の防止に努めてお

ります。（Ｂ） 

 また、山菜等の販売促進について

は、県の出荷前検査、定期検査を迅速

に行い、産直等で旬の山菜が、速やか

に販売されるよう、市と連携して取り

組んでいきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

林務部 Ｂ：２ 

7月27日  ⑷ 損害賠償

の迅速化に

ついて 

⑷ 損害賠償の迅速化について  

① 風評被害を含めた損害賠償請求を

産地直売関係者などが迅速かつ万全

① 産直施設は農協、会社組織、個人

あるいは任意グループにおいて運営さ

れているなど、多様な経営形態である

ほか、賠償請求に必要となる過去の販

県南広域

振興局 

総務部 

農政部 

Ｂ：３ 



に行うための現地相談員の配置をす

ること 

② 未払いとなっている行政請求分の

早期支払いをすること  

③ 損害賠償請求に要した事務経費の

賠償対象経費への追加をすること  

売実績等の書類の整備状況も異なって

いることから、産直ごとの実情に応じ

たきめ細かな対応が重要と考えていま

す。 

 県では、広域振興局農政担当部が窓

口となり、産直組織の損害賠償請求に

関する相談対応を行っているほか、必

要に応じ県弁護士会相談窓口を紹介す

るなどの対応を行っています。  

 なお、東京電力に対しても、産直施

設等の民間事業者の実情に応じてきめ

細かく対応し、被害の実態に即した十

分な賠償を行うよう、様々な機会を通

じて引き続き求めていきます。（Ｂ）  

② 県では、原子力発電所事故に伴う

放射線影響対策に要した費用は一義的

に東京電力が負うべきものと考えてお

り、東京電力に対し、要した費用全て

について賠償に応じるよう、市町村等

と連携しながら、繰り返し強く求めて

いるところです。  

 さらに、直接交渉だけでは東京電力か

らの賠償が期待できない請求分につい

ては、市町村等と連携して原子力損害

賠償紛争解決センターに対して、３次

にわたり和解仲介の申立てを実施し、

同センターにおける審理を通じても、

被害の実態に即した速やかな賠償を求

めてきたところです。  

 また、国に対しても、放射線影響対

策について県及び市町村の負担となら

ないように全面的な対応を講じること

や、県及び市町村が負担した放射線影



響対策に要した経費について、十分な

賠償を速やかに行うとともに原子力損

害賠償紛争解決センターの判断を尊重

して和解案を受諾するよう、東京電力

を国が指導するなど、必要な措置を講

じることを要望しています。（Ｂ）  

③ 『東京電力株式会社福島第一、第

二原子力発電所事故による原子力損害

の範囲の判定等に関する中間指針』で

は、賠償の対象に係る項目に事務経費

は明記されていませんが、明記されて

いないものが直ちに賠償の対象となら

ないというものではなく、個別具体的

な事情に応じて相当因果関係のある損

害と認められることがあり得るとされ

ています。 

 東京電力に対しては、これまでも、

知事による直接要請をはじめ、十分な

賠償を迅速に行うよう求めています。  

 また、国に対しても、県及び市町村

が負担した経費について十分な賠償が

速やかに行われるよう東京電力を指導

するなど、必要な措置を講じることを

要望しており、今後も、様々な機会を

捉えて要望を行っていきます。（Ｂ）  

7月27日  ⑸ 側溝土砂

の処理基準

の提示と支

援制度の創

設について 

⑸ 側溝土砂の処理基準の提示と支援

制度の創設について  

  放射性物質に汚染された側溝土砂

の処理基準の速やかな提示及び汚染

土砂の処理に対する財政的な支援を

実施すること  

放射性物質に汚染された側溝土砂の

処理基準の提示については、国に対

し、除去土壌の処理基準を早急に示す

よう要望しています。  

 また、汚染土砂の処理に対する財政

的な支援については、国に対し、汚染

濃度や除染実施区域内外にかかわら

県南広域

振興局 

保健福祉

環境部 

Ｂ：１ 



ず、除染等撤去に要する経費や地域で

必要となる一時保管場所の整備等の掛

かり増し経費について、福島再生加速

化交付金（道路側溝堆積物撤去・処理

支援）と同様の財政措置を講ずるよう

要望しています。  

 なお、国庫補助対象外となる一時仮

置場の設置に要する経費について、

「放射性物質汚染廃棄物処理円滑化事

業（県単）」により支援することとし

ています。（Ｂ）  

7月27日  ⑹ 学校施設

の校庭など

に埋設保管

している除

染土の処理

方針につい

て 

⑹ 学校施設の校庭などに埋設保管し

ている除染土の処理方針の提示につ

いて 

  学校施設の校庭などに埋設一時保

管している除染土の処理基準の速や

かな提示をすること  

県では、対応が長期化している除染

土の処理について、岩手県の原発放射

線影響対策の取組の課題としており、

除染土壌の処理基準の早期提示等につ

いて、国への要望を行っています。  

 今後も、関係市町村と緊密な連携体

制を維持し、情報交換等を行うととも

に、引き続き国に対して、除染土壌の

処理基準の早期提示等について要望し

ていきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

県南教育

事務所 

Ｂ：１ 

7月27日  ６ 水道施設

整備と生活

用水確保へ

の財政支援

について 

⑴ 過疎及び

辺地対策事

業債につい

て、旧簡易

水道事業と

統合した上

水道は、市民生活や産業活動に不可

欠な社会基盤であり、安全な水道水の

安定供給のため、信頼性の高い水道施

設の整備と財政基盤の強化が求められ

ています。 

 当市では、平成29年(2017年)４月に

簡易水道事業を水道事業に統合しまし

たが、地理的条件に恵まれない中山間

地域では施設の統廃合が困難な状況に

あり、統合に伴う企業債残高と減価償

県ではこれまで過疎対策事業債の必

要額の確保など各種財政措置の維持・

拡充について要望してきたところであ

り、令和３年度においては、「過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措

置法」の施行等に伴い、過疎及び辺地

対策事業債について、簡易水道事業を

統合した上水道事業のうち旧簡易水道

事業施設が、両事業債の対象経費に追

加されたところです。  

県南広域

振興局 

経営企画

部 

Ｂ：１ 



水道事業の

施設更新に

ついても対

象経費とす

るととも

に、旧簡易

水道事業の

高料金対策

に要する繰

出金につい

て、統合前

基準額によ

り地方財政

措置を継続

するよう国

に対し要望

すること。 

却費の大幅な増加により、財政基盤も

大きく弱体化しています。  

 さらに、人口減少による料金収入の

低下や老朽施設の更新需要の増大によ

り、水道事業の経営環境は今後一層厳

しくなると見込まれており、経費削減

努力のみで必要な資金を確保するのは

極めて困難となっています。  

 また、当市においては、水源の確保

が難しく、配水管の延伸による水道供

給の技術的、物理的に困難な水道未普

及地域では、井戸等の自家水源を使用

しており、生活用水確保のため、水質

検査や深井戸整備、浄水施設設置に対

する助成を行っています。  

 これは、他の自治体においても同様

の制度を設けており、衛生的で安定し

た生活用水の確保は大きな課題となっ

ています。 

 ついては、水道事業の安定経営と市

民の衛生環境向上を図るため、次の事

項について要望します。  

 記 

⑴ 過疎及び辺地対策事業債につい

て、旧簡易水道事業と統合した上水

道事業の施設更新についても対象経

費とするとともに、旧簡易水道事業

の高料金対策に要する繰出金につい

て、統合前基準額により地方財政措

置を継続するよう国に対し要望する

こと。 

 また、水道事業に係る財政支援につ

いては、これまで全国過疎地域連盟を

通じて、上水道等の安定的経営に向け

た必要な財政措置の拡充や高料金対策

への支援の充実等を国に要望するとと

もに、県でも令和４年６月に水道の基

盤強化に係る予算の確保について要望

しています。  

 引き続き、市町村の実情を伺いなが

ら、水道事業の基盤強化をはじめとし

た各種財政・措置の維持拡充につい

て、国に必要な働きかけを行っていき

ます。（Ｂ）  



7月27日  ⑵ 生活基盤

施設耐震化

等交付金

「水道管路

緊急改善事

業」の対象

となる管路

の更新事業

について、

「基幹管路

に布設され

ている管

路」となっ

ている要件

を基幹管路

以外の配水

管も対象と

するよう国

に対し要望

すること 

⑵ 生活基盤施設耐震化等交付金「水道

管路緊急改善事業」の対象となる管

路の更新事業について、「基幹管路

に布設されている管路」となってい

る要件を基幹管路以外の配水管も対

象とするよう国に対し要望すること  

水道事業は地方公営企業法の全部適

用事業であり、独立採算が原則とされ

ていますが、県としては、重要なライ

フラインであることから国による支援

が必要であると認識しており、様々な

機会を捉えて国庫補助制度の拡充や必

要な予算の確保等について要望してき

たところです。  

 今後も引き続き、必要な財政的支援

の拡充等について国に働きかけるとと

もに、水道の基盤強化に向け、広域連

携の推進等によって水道事業者を支援

していきます。(Ｂ) 

県南広域

振興局 

保健福祉

環境部 

Ｂ：１ 

7月27日  ⑶ 水道施設

の統廃合に

より廃止と

なった施設

の撤去に要

する費用に

ついて、財

政支援制度

を創設する

よう国に対

し要望する

こと 

⑶ 水道施設の統廃合により廃止となっ

た施設の撤去に要する費用につい

て、財政支援制度を創設するよう国

に対し要望すること  

水道事業は地方公営企業法の全部適

用事業であり、独立採算が原則とされ

ていますが、県としては、重要なライ

フラインであることから国による支援

が必要であると認識しており、様々な

機会を捉えて国庫補助制度の拡充や必

要な予算の確保等について要望してき

たところです。  

 今後も引き続き、必要な財政的支援

の拡充等について国に働きかけるとと

もに、水道の基盤強化に向け、広域連

県南広域

振興局 

保健福祉

環境部 

Ｂ：１ 



携の推進等によって水道事業者を支援

していきます。(Ｂ) 

7月27日  ⑷ 当市が行

う生活用水

確保支援事

業に対する

財政支援制

度を創設す

ること 

⑷ 当市が行う生活用水確保支援事業

に対する財政支援制度を創設するこ

と 

生活用水確保に対する新たな財政支

援制度の創設について、国では自家水

施設等の生活用水は、個人資産となる

ため補助対象とすることは困難として

いるところですが、国にも本県の地域

事情について伝えていきます。（Ｃ） 

県南広域

振興局 

保健福祉

環境部 

Ｃ：１ 

7月27日  ⑸ 県が行っ

ている一般

飲用井戸の

水質検査に

ついて、検

査費用の軽

減と検査方

法の改善を

図ること 

⑸ 県が行っている一般飲用井戸の水

質検査について、検査費用の軽減と

検査方法の改善を図ること  

岩手県環境保健研究センターで実施

している飲用水試験の検査費用は、物

価変動などを総合的に勘案して必要な

見直しを行っています。  

 また、受検体制につきましては、地

域の実情に応じた体制の構築が図られ

るよう市町村の意見をききながら検討

していきます。（Ｃ） 

県南広域

振興局 

保健福祉

環境部 

Ｃ：１ 

7月27日  ７ 地デジ県

内放送の難

視聴対策に

ついて 

当市では、県内の地上デジタル放送

が全世帯で視聴可能になるよう国等に

よる施策を活用し、中継所の整備、共

同受信施設の新設などの対策を講じて

まいりました。  

 しかしながら、山間部であることに

加えて県境に位置することから、県内

テレビ放送の受信困難世帯の解消には

至らず、現時点で31世帯がワンセグ波

によるテレビ視聴を余儀なくされてお

り、良好な受信環境の早期整備が望ま

れているところであります。  

 また、市内の各テレビ共同受信組合

の保有する施設においては、回線設備

(1) 地上デジタル放送移行に伴う難視

対策については、国においてワンセ

グ波による視聴も含め、放送事業者

等と連携し実施されてきたところで

す。 

  この結果、県内の対象世帯につい

ては、平成27年３月までにその対策

を完了したものとされており、現

在、国の支援制度はない状況です。  

  県としては、市町村が共聴施設の

新規整備に対して補助を行う場合

に、地域経営推進費による補助対象

としています。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

経営企画

部 

Ｂ：２ 



などの老朽化が進む一方、施設の改修

経費が高額なため、施設改修が困難な

状況となっております。  

 ついては、次の事項について国及び

放送事業者に対し働きかけるととも

に、財政支援制度の創設について要望

します。 

⑴ 受信困難世帯の解消に向けた抜本

的な受信対策の検討及び市で実施可

能な受信環境改善策への財政支援制

度の創設を行うこと  

⑵ テレビ共同受信施設の維持管理費

及び老朽化に伴う施設改修費に対す

る財政支援制度の創設を行うこと  

(2) 共聴施設の維持管理及び老朽化対

策は重要な課題であり、これまでも

国に対し、維持管理及び老朽化に伴

う更新に対する支援制度の創設等に

ついて要望しており、令和４年６月

にも要望したところです。  

  県の支援策としては、市町村が共

聴施設の改修や更新に対して補助を

行う場合に、地域経営推進費による

補助対象としています。  

  なお、現在国においては、令和３

年度から令和４年度の２年間に限

り、市町村が共聴施設の耐災害性強

化に係る事業を実施する場合に必要

となる経費の一部を補助する事業を

実施しており、積極的な活用に向け

て各市町村へ該当事業についての周

知を行ったところです。  

  また、国では共聴施設改修で活用

できる補助金制度を求める要望が全

国的に増えている実状を踏まえ、本

事業における令和５年度以降の事業

継続を検討するため、自治体に対し

意向調査を実施しています。  

  こうした国の動向に注視するとと

もに、市町村と連携し、県内の共聴

施設の実情把握に努めます。  

  今後も引き続き、国に対し支援制

度の創設等要望していきます。

（Ｂ） 

7月27日  ８ 持続可能

な農業への

産地交付金は、国から都道府県に対

して配分する資金枠の範囲内で交付さ

主食用米の需要が毎年減少すること

が見込まれる中、需要のある他作物へ

県南広域

振興局 

農政部 Ｂ：１ 



支援につい

て 

(1) 水田活

用の直接支

払交付金の

産地交付金

の予算配分

について 

れていますが、今年度、県から一関地

方農業再生協議会（構成市町：一関

市、平泉町）に対する当初配分（地域

枠）は、取組面積が増えたにも関わら

ず、過去２年度から24,700千円程度減

額され、その活用方法（対象作物・単

価等）の設定に苦慮したところであり

ます。 

 当交付金は、水田の有効活用や稲作

と他作物を組み合わせた収益性の高い

水田農業の推進、地域の振興作物の支

援、耕畜連携による畜産振興など、中

山間地を多く抱える当地域の特色を生

かした産地づくりの取組に大きく寄与

してきたところでありますが、当初配

分の減額に加えて追加配分の減額も見

込まれ、多年生牧草助成の見直しによ

る畜産農家への影響とあわせ、その存

在がより重要になっていると考えま

す。 

 ついては、今後も特色のある産地づ

くりに向けた取組を推進するため、次

の事項について国に対し働きかけるよ

う要望します。  

 記 

① 地域で活用を検討できる産地交付

金について、取組面積に応じて当初

から十分な予算を確保すること  

② 産地交付金の大幅な見直しを行う

場合は、法人など大規模経営体が営

農計画の見直しに対応できるように

十分な周知期間を設けること  

の転換を図り、需要に応じた生産を進

めることが重要です。  

 令和４年度の本県への産地交付金の

当初配分については、事業メニューが

廃止された「拡大加算分」を除くと、

３年度と同額が配分されており、県で

は県枠メニューへの配分を最小限の２

割にとどめ、残りの８割を各地域で特

色ある農産物の生産に充てられるよう

各地域再生協に配分するともに、国に

対して、産地交付金を含む経営所得安

定対策等について必要な予算を十分に

措置するよう要望しています。  

 また、制度改正等にあたっては、法

人などの大規模経営体をはじめとし

て、農地の貸借契約など中長期的な営

農計画のもとに農業経営を展開してい

る経営体に配慮し十分な周知期間を設

けるよう、様々な機会をとらえ、国に

求めていきます。  

（Ｂ） 



7月27日  ⑵ 中山間地

に適したブ

ロックロー

テーション

の指針作成

について 

国では、「水田活用の直接支払交付

金」の見直しにより、令和４年度から

今後５年間に一度も水稲作付が行われ

ない農地は交付対象水田としない方針

を示しています。  

 この方針について、国は今後、地域

の課題を把握・検証しつつ対応してい

くこととしていますが、方針のとおり

運用された場合、交付対象水田とする

ためには、５年間のうちに一度は、転

換作物と水稲との輪作（以下、「ブロ

ックローテーション」という。）を行

う必要があります。  

 しかしながら、中山間地域の農家は

転換作物と水稲とのブロックローテー

ションの経験が少なく費用等の負担や

輪作により生産物の品質が低下し収入

減となるとの不安から、ブロックロー

テーションに踏み切れず交付対象から

外れる農地が増え、その結果、耕作放

棄や離農が増えることが心配されま

す。 

 ついては、中山間地域の農家が自分

の圃場に適したブロックローテーショ

ンに安心して取り組む際の指針となる

圃場の条件（土壌の成分、水はけ

等）、地形（平場、中山間地等）、気

候（気温、降水量等）に適したブロッ

クローテーションの例や栽培方法をま

とめた県独自の指針を作成され、指導

いただきますよう要望します。  

県では、ブロックローテーション方

式による集団転作の輪作体系として、

水稲・大豆の１年１作型、水稲・畑作

物（麦・大豆・ソバ）の２年３作型の

ほか、飼料用トウモロコシやＷＣＳを

取り入れた体系などを「技術指針」と

して作成しており、これに基づいて農

業普及員等が、地域に適した品種選定

や排水対策等の圃場管理などの技術指

導を行っています。  

 また、中山間地において、転換作物

として機械化体系の進んでいる加工用

トマトやニンニクなどの園芸品目を導

入する事例があることから、関係機

関・団体等と連携しながら、現地研修

会等を開催し、地域に適した転換作物

の検討や導入を推進しているところで

す。 

 引き続き、こうした取組を進め、地

域に適した主食用米と転換作物の最適

な組み合わせを示しながら、転換作物

の導入を推進していきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

農政部 Ｂ：１ 



7月27日  ⑶ 基盤整備

事業の着実

な推進と予

算確保につ

いて 

岩手県の水田整備率は、東北の中で

も最下位に位置しており、その中でも

中山間地域を多く抱えた当市は、県平

均を10％以上も下回っております。  

 また、基盤整備事業が開始された地

区においても、必要予算に比して年度

配分予算が少なく、事業完了が遅れ、

効率も悪くなり、事業費総額が増大

し、地元負担も大きくなる傾向が続い

ています。 

 ついては、基盤整備事業の着実な推

進と予算確保について要望します。  

国の農業農村整備事業関係予算につ

いては、令和５年度当初予算と令和４

年度補正予算を合わせ、6,134億円が確

保されています。  

 また、本県の農業農村整備関係予算

については、令和４年度補正予算を加

えた令和５年度の実質的な執行予算と

して前年度を上回る204億円を確保して

います。 

 県では、貴市をはじめ地域からの整

備要望が多く出されている状況を踏ま

え、農業農村整備事業関係予算の確保

等について、令和４年４月27日、６月

16日、９月21日及び令和５年１月23日

に国に要望したところであり、今後

も、様々な機会を捉え国に働きかけて

いきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

農政部 Ｂ：１ 

7月27日  ９ 地震によ

る住宅、事

業所等の再

建への県補

助金の創設

について 

 ３月16 日に発生した福島県沖地震

で、当市は最大震度５強を記録し、そ

の被害額は18 億２千万円（6月10日現

在）にものぼり、特にも、住宅は、全

壊を含む495棟（6月10日現在）が被害

に遭っております。  

 一方、災害救助法が適用となった福

島県では、準半壊以上の住宅につい

て、国庫補助金を活用した支援のほ

か、一部損壊の家屋の補修工事に対し

ても、定額10 万円の補助をしておりま

す。 

 地震被害の支援は、災害救助法適用

外となっている岩手県内の被災者につ

県では、自然災害が発生した場合

に、その被害の状況を踏まえながら、

家屋の被害に対する支援に向けた補助

事業を実施してきたところです。  

 これまで実施してきた補助事業で

は、県内市町村に災害救助法（以下

「救助法」という。）や被災者生活再

建支援法（以下「支援法」という。）

が適用となる自然災害が発生したもの

の、支援法が適用されない市町村がこ

れに準じた支援金を支給する場合のほ

か、救助法や支援法が適用された市町

村において、独自に半壊世帯や床上浸

水世帯に支援金を支給する場合に当該

市町村へ補助しています。  

県南広域

振興局 

総務部 

経営企画

部 

Ｂ：２ 



いても、被害の実態に合わせ他県と同

様の支援が必要と考えます。  

 ついては、家屋の被害のほか、事業

所の被害に対する支援として、県単独

の復旧費補助金の創設について要望し

ます。 

 令和４年３月に発生した福島県沖地

震におきましては、県内市町村に救助

法や支援法が適用されておらず、ま

た、これまでも自然災害による家屋の

一部損壊に対する支援を行った事例は

ないところです。  

 県では、被災者生活再建支援制度の

適用拡大等、柔軟な運用を国に要望し

ているところであり、今後においても

実情に応じた支援が図られるよう要望

を継続していきます。（Ｂ）  

 事業所の被害に対する支援について

は、県では、自然災害が発生した場合

にその被害状況を踏まえながら、事業

者の支援を行っているところであり、

東日本大震災の際に、被災事業者に対

して、県と市町村が連携して補助を実

施した例があります。また、東日本大

震災以降、自然災害が激甚化・頻発化

していることから、被災した事業者の

早期事業再開を実現するため、県で

は、国に対し、「事業用資産の復旧補

助制度の常設化」を要望しているとこ

ろです。 

 一方、今般の福島県沖地震により被

災した事業者の支援については、災害

救助法の適用を受けていない岩手県に

おいても、いわゆるグループ補助金が

活用できることとされております。  

 このため、被災された事業者の方々

には、このグループ補助金を活用して

いただきたいと考えており、現在、複

数回にわたり、申請期間を設けて受付



を行っておりますので、御協力をお願

いします。 

なお、近年、大規模な自然災害が多

発していることから、「商工会及び商

工会議所による小規模事業者の支援に

関する法律」が改正され、商工会議所

と市町村が共同で「事業継続力強化支

援計画」を策定し、小規模事業者の防

災・減災のための取組を支援していく

こととなっておりますので、貴市にお

いても「事業継続力強化支援計画」の

策定について、積極的な取組をお願い

します。（Ｂ） 

7月27日  10 事業の円

滑化ときめ

細かな財政

支援につい

て 

(1) 国庫補

助申請スケ

ジュールの

見直しにつ

いて 

公立学校施設整備国庫負担金に係る

スケジュールは、事業実施年度の前年

度に建築計画を提出、事業実施年度の

４月から５月頃に事業認定申請書を、

７月頃に交付申請書を提出し、８月頃

に交付決定があります。  

 しかしながら、交付内示や指令前着

工を承認する仕組みが確保されていな

いため、市町村では交付決定以降に、

入札の執行と、契約議決の手続きを行

うこととなります。  

 そのようなことから、一度の入札で

落札にならず、万が一、入札不調等の

事態が生じた場合は、以降の事業スケ

ジュールに大きく影響を及ぼすことに

なります。 

 また、学校等施設整備の多くは大規

模な工事であるため、工事期間が長期

にわたることや、働き方改革に伴う建

学校施設の多くは、児童生徒数の急

増期に整備されており、老朽化が進む

中で改築・改修の時期を迎え、施設整

備の需要が増大しています。地域の実

情等を踏まえつつ、安全を確保し、質

の高い教育活動を支えられるよう、必

要な財源の確保は引き続き重要な課題

となっています。  

 このような状況を踏まえ、令和４年

度公立学校施設整備に関する予算につ

いて、全国施設主管課長協議会及び全

国公立学校施設整備期成会を通じて、

国に対し要望しているところであり、

今後とも全国の都道府県と連携し国に

要望するなど、様々な機会を捉えて働

きかけを行っていきます。（Ｂ） 

県南広域

振興局 

県南教育

事務所 

Ｂ：１ 



設事業者の休業日確保等の影響から、

事業全体のスケジュールが非常に逼迫

する状況となっております。  

 ついては、事業の円滑な実施に資す

るため、国庫補助申請スケジュールの

前倒しについて国に対し働きかけるよ

う要望します。  

7月27日  ⑵ 交通指導

員設置事業

補助金の増

額について 

当市では現在 85 人の交通指導員を設

置しており、定例の街頭指導、季節運

動、交通安全教室、その他市や警察署

から要請があった際に、交通安全の保

持のために必要な指導及び交通安全思

想の普及に係る活動を行っています。  

 交通指導員に対しては、その活動の

実績に応じて市から報酬を支払ってお

り、市財政にとっては大きな負担とな

っているところです。  

 県においては、交通指導員設置事業

補助金により、市町村が交通指導員を

設置する場合に要する経費に対し補助

をしておりますが、その補助金額は

年々減少傾向にあり、交通指導員の維

持に係る市の財政負担は増大していま

す。 

 ついては、市の財政負担軽減と交通

指導員の活動の活性化を図るため、次

の事項について要望します。  

 記 

① 交通指導員設置事業補助金につい

て、市町村からの要望額に応えられ

るよう必要な予算額を確保すること  

交通指導員は、現在、県内の全市町

村に設置され、地域における日々の地

道な見守りや呼びかけなど、官民一体

となった交通安全対策において重要な

役割を担っていただいています。  

 県では、その活動の重要性を踏ま

え、交通指導員の設置に係る経費の一

部を補助するなど、その活動を支援し

ているところです。  

 各地域における交通安全の取組は、

交通指導員を中心としつつ、老人クラ

ブやＰＴＡなどのボランティアも地域

の見守り活動を行うなど、多様化して

いる状況であることから、今後の補助

金のあり方等について、市町村と丁寧

に意見を交換しながら検討していきま

す。（Ｂ） 

県南広域

振興局 

経営企画

部 

Ｂ：１ 



② 交通指導員設置事業補助金の対象

経費のうち、交通指導員1 人あたり

の勤務日数について、1 年度あたり

90 日の限度を撤廃し、活動実績に見

合った補助事業とすること  

7月27日  ⑶ 浄化槽設

置整備事業

費補助金の

拡充につい

て 

当市では、一関市汚水処理計画に基

づき、各種補助制度を設け、合併処理

浄化槽による汚水処理を推進しており

ます。 

 しかしながら、人口減少や少子高齢

化、経済的な理由などから、近年にお

いては、合併処理浄化槽の設置があま

り進まない状況となってきておりま

す。 

 全国でも未だに約１千万人の生活排

水が未処理となっている現状を踏ま

え、今般、国では、令和３年 12 月20 

日付けでくみ取り便槽から合併処理浄

化槽への転換に伴う便槽撤去及び宅内

配管工事への支援制度が拡充されまし

た。 

 合併処理浄化槽の設置促進に大きな

効果が期待されますが、その費用負担

は、国が３分の１、市が３分の２とな

っており、市の財政的負担が課題とな

っております。  

 また、「いわて汚水処理ビジョン」

においては、下水道等の未整備地区の

整備手法として「浄化槽の普及促進が

鍵を握っている」とされており、国、

県、市町村で足並みをそろえた支援が

必要と考えます。  

県では、従来から浄化槽本体の設置

に対して一部補助を行い、市町村の取

組を支援しているところです。  

 今後、市町村に対して、拡充された

国の支援制度の活用に係る意向を把握

しながら、県の補助制度の在り方につ

いて検討していきます。  

 引き続き、持続可能な汚水処理を実

現するため、必要な予算の確保を図っ

ていきます。（Ｂ）  

県南広域

振興局 

土木部 Ｂ：１ 



 ついては、既存の合併処理浄化槽設

置に対する県の補助制度と同様、浄化

槽設置整備事業費に対する補助制度の

拡充を要望します。  

7月27日  ⑷ 女性活躍

のための消

防庁舎施設

整備に係る

財政支援に

ついて 

平成27 年７月の消防庁次長通知にお

いて、消防サービスの向上、消防組織

の活性化のためには女性消防吏員の活

躍を大きく進める必要があり、女性消

防吏員の計画的な増員と確保を図るよ

う示されております。また、消防吏員

全体に占める女性消防吏員の全国の比

率を、令和８年度までに５％に引き上

げることを共通目標としているところ

であります。 

 当市では、平成25 年度から令和４年

度までに７人の女性消防吏員を採用

し、令和８年度の目標達成に向けて、

あと３人程度の採用となっております

が、今後、消防庁舎施設に女性専用の

施設整備が必要となり、整備に係る費

用の確保が課題となっております。  

 国においては、当該施設の整備に係

る財源として、特別交付税を措置する

としていますが、その措置率は 0.5 で

あり、市の負担が大きくなっていま

す。 

 ついては、当該施設の整備につい

て、県による追加的な財政支援を要望

します。 

国では、「消防本部における女性職

員の更なる活躍に向けた検討会」の結

果等を踏まえ、女性消防吏員の活躍推

進に係る取組を進めているほか、女性

が消防署で勤務する上で標準的に必要

となる施設整備〔浴室・脱衣所、トイ

レ、仮眠室、更衣室、洗面室、その他

（浴室トイレユニット等）〕について

は、特別交付税のほか公共施設等適正

管理推進事業債を措置しているところ

です。 

 一方で、地方交付税措置額における

消防費が前年度から減額されているこ

とから、市町村が消防行政に必要な予

算を十分確保できるよう、都道府県消

防防災・危機管理部局長会等の場を活

用して、国へ要望していきます。

（Ｂ） 

県南広域

振興局 

総務部 Ｂ：１ 

7月27日 ⑸ 防災行政

無線屋外広

報マストの

当市では、広大な市域に対して一斉

に情報を伝達できるよう、防災行政無

線屋外広報マストを必要とする箇所を

県では、市町村防災行政無線につい

て、災害情報を住民に対して迅速に伝

達する手段として重要であると認識し

県南広域

振興局 

総務部 Ｂ：１ 



増設に向け

ての支援に

ついて 

選定し、これまで375 基を整備したと

ころであります。  

 屋外広報マストは、県内外からの

観光客、買い物客や農作業者など屋外

にいる人に対し災害等の緊急情報をい

ち早く知らせるものでありますが、そ

の整備には多額の事業費を要すること

から、早急な整備が困難な状況にあり

ます。 

 ついては、防災情報の伝達に要す

る屋外広報マストの整備に対し、財政

支援制度を創設することについて国に

対し働きかけるよう要望します。  

ており、市町村における防災行政無線

の整備に向け、国の財政支援策である

緊急防災・減災事業債の活用などの周

知、助言等を行っているところです。  

 また、これまでも北海道東北地方

知事会を通じて、国に対し、防災行政

無線施設の整備等に係る全面的な支援

及び財政措置を講じるよう要望してい

るところであり、今後も要望を行って

いきます。（Ｂ）  

 


